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阿波おどり会館及び眉山ロープウエイ指定管理者募集要項 

 
第１ 募集の目的 

 阿波おどり会館は、世界に誇る伝統芸能である阿波おどりを保存伝承し、阿波おどりの

更なる発展を図るとともに、本市の観光の振興に資することを目的として設置された施設

です。また、眉山ロープウエイは、本市における観光事業の振興と眉山山頂への交通及び

観光客等の利便性を図るために設置されています。 

 阿波おどり会館及び眉山ロープウエイ（以下「両施設」という。）は、徳島市の観光拠点

施設として位置づけられており、徳島らしい魅力ある観光地づくり等に、より積極的に取

り組んでいく必要があります。 

 徳島市（以下「市」という。）は、両施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び徳島市公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年徳島市条例第２１号）第２条の規定に

基づき、両施設の管理業務に関する業務を行う指定管理者を募集します。 

 

第２ 募集の内容 

 １ 指定管理者が行う業務の範囲 

   指定管理者は次の業務を行うこととします。 

   詳細は、別に定める「阿波おどり会館及び眉山ロープウエイ管理運営業務要求水準

書」及び「同要求水準書参考資料集」（以下「要求水準書」という。）を参照してくだ

さい。 

  ⑴ 阿波おどり会館 

   ア 阿波おどりの歴史に関する絵図、写真及び文献等の資料の収集並びに、保管及

び展示に関する業務 

   イ 阿波おどりの魅力を体験するための施設の提供に関する業務 

   ウ 阿波おどりの伝統を継承し、後継者を育成する業務 

   エ 阿波おどり、郷土芸能及びその他、市の観光に関する情報の収集並びに提供に

関する業務 

   オ 阿波おどり会館の利用承諾に関する業務 

   カ 阿波おどり会館の維持管理に関する業務 

   キ 阿波おどりミュージアムの供用に関する業務 

   ク 阿波おどりミュージアム観覧券の発行に関する業務 

   ケ 阿波おどり会館での阿波おどり公演（昼間・夜間）に関する業務 

コ その他市長が必要と認める業務 
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  ⑵ 眉山ロープウエイ 

   ア 眉山ロープウエイの供用に関する業務 

   イ 乗車券の発行に関する業務 

   ウ 眉山ロープウエイの維持管理に関する業務 

   エ 飲料水供給施設の維持管理に関する業務 

   オ 眉華鏡の維持管理に関する業務 

   カ その他市長が必要と認める業務 

 ２ 施設の概要 

  ⑴ 阿波おどり会館 

   ア 名    称   阿波おどり会館 

   イ 所  在  地   徳島市新町橋２丁目２０番地 

   ウ 開  館  日   平成１１年７月３１日 

   エ 建 物 構 造   鉄骨鉄筋コンクリート造、地下１階、地上５階建 

   オ 施 設 規 模   敷地面積   １，５７０．９０㎡ 

              建築面積   １，３２１．３２㎡ 

              延床面積   ５，２５２．６１㎡ 

   カ 主 要 施 設   ５階 眉山ロープウエイ山麓駅舎他 

              ４階 活動室（第１～第４） 

              ３階 阿波おどりミュージアム、事務室 

              ２階 阿波おどりホール、ギャラリー、楽屋 

              １階 物産展示・販売、受付案内、情報コーナー 

              Ｂ１ 駐車場他 

  ⑵ 眉山ロープウエイ 

   ア 名    称   徳島市営眉山ロープウエイ 

   イ 索道の所在地   徳島市新町橋２丁目２０番地 

              起点（山麓駅）徳島市新町橋２丁目２０番地 

              終点（山頂駅）徳島市眉山町茂助ヶ原１番地 

              事業許可   昭和３２年１月１６日 

                     平成１１年７月３１日（リニューアル） 

   ウ 営 業 距 離   ７８７．２７ｍ 

   エ 搬  器  数   ４両 

   オ 型    式   単線固定交走式 

   カ 乗 車 人 員   １両１５人（片側２両３０人） 
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第３ 管理の条件等 

 １ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

 ２ 管理の基準 

   阿波おどり会館条例及び徳島市商業観光施設事業条例において、供用時間、休館

日等に関する規定があります。詳細については要求水準書を参照してください。 

 ３ 利用料金 

   両施設の管理運営では、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく「利用

料金制」を採用しますので、利用者が納付する利用料金は、指定管理者の収入とし

て収受できます。 

   このことから、指定管理者は両施設の利用促進及び利用者へのサービスの向上と

いった観点を踏まえ、阿波おどり会館条例及び徳島市商業観光施設事業条例で規定

する利用料金（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限として、市長の承認

を得て、利用料金の設定をすることになります。阿波おどり公演（昼間・夜間）観

覧利用料金の上限については要求水準書を参照してください。 

   なお、利用料金の減免については現行の減免基準を継続することとしますが、新

たな基準の設定や変更をしようとする場合は、事前に市との協議が必要となります。 

 ４ 管理等に要する経費 

  ⑴ 阿波おどり会館（指定管理料の基準額） 

   ア 利用料金制 

     指定管理者は、阿波おどり会館の管理運営業務を当該施設の利用料金収入と

市からの指定管理料をもって行うものとします。眉山ロープウエイの利用料金

収入を、阿波おどり会館の管理運営に充当することはできません。 

   イ 指定管理料 

     指定管理料については、これまでの実績や今後の見込み等を基にして算出し

た一定の基準額を設定しています。この基準額を目安に運営経費等の提案をし

ていただきますが、必要とする指定管理料の額がこの基準額を上回る提案をし

た場合は失格となります。 

     なお、最終的な指定管理料については、指定管理者からの提案額を基準とし

て、市と指定管理者が締結する協定書において決定することとなります。詳細

は、要求水準書を参照してください。 

   ウ 変動納付金 

      各事業年度の収支が、申請書類一覧の中の「（様式９－６－②）事業計画書： 

収支計画書（阿波おどり会館）」で示した各年度の収支計画額を上回った場 

合は、上回った額の５０％以上を目安として市に納付していただきます。納 

付金に係る消費税及び地方消費税は不課税とします。ただしこの目安を下回 
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る提案をした場合は失格となります。 

  ⑵ 眉山ロープウエイ（納付金の基準額） 

   ア 利用料金制 

指定管理者は、眉山ロープウエイの管理運営業務を当該施設の利用料金収入

をもって行うものとします。また、阿波おどり会館の管理運営に使用するため

の指定管理料を、眉山ロープウエイの管理運営に充当することはできません。 

   イ 固定納付金 

各事業年度に、あらかじめ定めた額を固定納付金として市に納付していただ

きます。納付金に係る消費税及び地方消費税は不課税とします。 

固定納付金については、これまでの実績を基にして算出した一定の基準額を

設定しています。この納付基準額を目安に運営経費等の提案をしていただきま

すが、納付基準額を下回る提案をした場合は失格となります。 

なお、最終的な納付金額については、指定管理者からの提案額を基準として、

市と指定管理者が締結する協定書において決定することとなります。詳細は、

要求水準書を参照してください。 

   ウ 変動納付金 

      各事業年度の収支が、申請書類一覧の中の「（様式９－６－③）事業計画書： 

収支計画書（眉山ロープウエイ）」で示した各年度の収支計画額を上回った場 

合は、上回った額の５０％以上を目安として市に納付していただきます。納 

付金に係る消費税及び地方消費税は不課税とします。ただしこの目安を下回 

る提案をした場合は失格となります。 

５ 眉山ロープウエイ施設の管理について 

   眉山ロープウエイ施設の管理については鉄道事業法（昭和６１年１２月４日法律

第９２号）に基づいて手続きが必要になります。詳細は、要求水準書を参照してく

ださい。 

 

第４ 申請の手続き等 

 １ 申請者の資格 

   指定管理者の指定に申請できる者は、要求水準書に記載の法令等を遵守し、かつ、

指定期間中に両施設を安全円滑に管理運営することのできる法人その他の団体（以下

「法人等」という。）又は複数の法人等により構成されるグループ（以下「応募共同体」

という。）であることとします。個人での申請はできません。 

   また、単独の法人等にあっては、次に掲げる⑴、⑵、⑶及び⑷のすべての用件を満

たす必要があり、応募共同体にあっては、主たる構成員が⑴の要件を満たすとともに、

すべての構成員が⑷の要件を満たす必要があります。⑵、⑶の要件については、構成

員のいずれかが満たす必要があります。 
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  ⑴ 徳島県内に主たる事業所（本店）を置く法人等及びその他の団体であること。 

  ⑵ 管理運営において、緊急時の迅速な対応が確実に果たせる者であること。 

  ⑶ 眉山ロープウエイ施設については、業務責任者（安全統括管理者・索道技術管理

者・索道技術管理員）を配置できること。 

  ⑷ 法人等及びその代表者が、つぎの事項に該当しないこと。 

   ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者 

   イ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定によって市又は他の地方公共団体か

ら指定の取消しを受け、当該処分の日から起算して２年を経過しない者 

   ウ 市が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札

について指名停止又は指名回避等の措置の対象となっている者 

   エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

   オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」とい

う。）の統制の下にある団体 

   カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

た者。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更正計画の認可が決定、

又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされていな

い者とみなす。 

   キ 法人税、消費税及び地方消費税、市税（法人市民税、固定資産税）、並びに延滞

金を滞納している者 

   ク 法人等又は応募共同体の構成員であって、他の応募共同体の構成員である者、

若しくは二つ以上の提案を行う者 

   ケ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）をはじめとする労働関係法令を遵守し

ていない者 

   コ 徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例（平成１７年徳島

市条例第２１号）第３条第２項に該当する者 

   サ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうち、次のいずれかに該当する者がい

る団体 

    (ｱ) 成年被後見人又は被保佐人 

    (ｲ) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受け

ることがなくなった日から２年を経過しない者 

    (ｳ) 暴力団の構成員等 
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 ２ 応募共同体による申請 

   応募共同体による申請にあたっては、その構成する団体の中で代表となる団体を定

めるとともに、構成団体間で協定書を作成のうえ、代表となる団体へ必要事項を委任

してください。 

 ３ 指定管理者募集スケジュール 

  ① 令和４年８月１日～９月１５日     募集要項等の公開・配付 

  ② 令和４年８月１日～８月１６日      現地説明会の受付 

  ③ 令和４年８月２３日          現地説明会 

  ④ 令和４年８月１７日～９月１日     質問の受付期間 

  ⑤ 随時                 質問の回答（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で回答） 

  ⑥ 令和４年９月１日～９月１５日     申請書類の受付期間 

  ⑦ 令和４年１０月上旬～中旬       審査選定（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ等） 

  ⑧ 令和４年１１月１日          選定結果の通知・公表（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） 

  ⑨ 令和４年１２月下旬          市議会での指定議案の議決 

  ⑩ 令和４年１２月下旬          指定の通知 

  ⑪ 令和４年１２月下旬          指定の告示、指定の公表（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） 

  ⑫ 令和５年１月下旬           基本協定締結・事前承認 

  ⑬ 令和５年３月頃            事務引継等 

  ⑭ 令和５年４月１日           年度協定締結・管理運営業務開始 

 ４ 募集要項等の公開及び配付 

   募集要項は、令和４年８月１日（月）から令和４年９月１５日（木）まで、市のホ

ームページに掲載します。 

   また、要求水準書や様式集などの関係書類は、市のにぎわい交流課の窓口において、

令和４年８月１日（月）から令和４年９月１５日（木）までの間に配付を行います。

配付時間は午前８時３０分から午後５時までとし、土曜日、日曜日及び祝日は除きま

す。 

 ５ 現地説明会の実施 

  ⑴ 日  時  令和４年８月２３日（火）午後２時から（当日の参加確認は、午後

１時３０分から２時までの間に行います。） 

⑵ 集合場所  阿波おどり会館４階 第一活動室 

  ⑶ 参加資格  本募集要項中「申請者の資格」を満たす法人等又は応募共同体に所

属する者とします。 

  ⑷ 参加申込  現地説明会参加申込書（様式１０）に必要事項を記入のうえ、持参

又は郵送（宅配便を含む。以下同じ。）でにぎわい交流課まで申し込ん

でください。なお、郵送の場合は必ず到着確認を行ってください。 

  ⑸ 受付期間  令和４年８月１日（月）から令和４年８月１６日（火）の午後５時
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まで（必着）。ただし、持参の場合の受付時間は午前８時３０分から午

後５時までとし、土曜日、日曜日及び祝日は受付けできません。 

  ⑹ 留意事項 ・ 一法人等又は応募共同体あたりの参加人数については、制限する

ことがあります。 

         ・ 現地説明会には募集要項等の配付資料を持参してください。（当日

の配付はいたしません。） 

         ・ 受付期間中に参加申込ができていない場合は、現地説明会に参加

できませんが、現地説明会に参加していなくても申請は可能です。 

 ６ 募集内容等にかかる質問の受付け 

   募集内容等についての質問を次のとおり受付けします。 

   なお、質問者は本要項中「申請者の資格」を満たす法人等又は応募共同体に所属す

る者とします。 

  ⑴ 受付期間  令和４年８月１７日（水）から令和４年９月１日（木）午後５時ま

で（必着）。 

  ⑵ 質問方法  質問書（様式１１）により、持参、郵送、ファクシミリ、電子メー

ルのいずれかで市のにぎわい交流課までお送りください。持参の場合

の受付時間は午前８時３０分から午後５時までとし、土曜日、日曜日

及び祝日は受付けできません。持参以外の方法による場合は、必ず到

着確認を行ってください。 

          なお、口頭又は電話による質問、及び受付期間後の提出・到着によ

る質問には応じないものとし、未着の場合の責任は申請者に属するも

のとします。 

  ⑶ 回答方法  受付けた質問については取りまとめのうえ、随時市のホームページ

で回答する予定です。 

          ただし、回答の内容が申請者の発想・提案に影響すると判断される

質問に対しては、回答をお断りする場合があります。 

          なお、質問に対するすべての回答は、本募集要項及び要求水準書を

補足するものとします。 

 ７ 申請書類の提出 

  ⑴ 申請書類の受付け 

ア 受付期間  令和４年９月１日（木）から令和４年９月１５日（木）の午後５

時まで（必着）。なお、受付時間は午前８時３０分から午後５時まで

とし、土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。 

   イ 受付場所  徳島市経済部にぎわい交流課 

   ウ 受付方法  申請書類一式を持参により提出してください。郵送等、持参以外

の方法での提出は受付けできません。 
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  ⑵ 申請書類 

   ア 指定管理者指定申請書           （様式１） 

   イ 誓約書                  （様式２） 

   ウ 応募共同体構成団体届  ※応募共同体の場合（様式３） 

   エ 応募共同体協定書の写し ※応募共同体の場合（様式４） 

   オ 委任状         ※応募共同体の場合（様式５） 

   カ 法人等概要書               （様式６） 

   キ 法人等役員一覧              （様式７） 

   ク 法人等の主要業務実績一覧表        （様式８） 

   ケ 事業計画書       （様式９－１～様式９－１４） 

   コ 添付書類 

    前記ア～ケのほか、次の書類等（様式は任意）を添付してください。 

    (ｱ) 定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類 

    (ｲ) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表

者の住民票の写し 

    (ｳ) 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書、並びに直近２

事業年度の収支決算書及び事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれら

に類するもの（設立から２年を経過していない法人等の場合は、設立時からの

書類を提出してください。） 

    (ｴ) 法人税、消費税及び地方消費税、市税（法人市民税、固定資産税）に関する

直近事業年度３年分の納税証明書（非課税又は納税を免除された法人等にあっ

ては、非課税であること又は納税を免除されたことについての証明書又は申立

書（様式任意）を提出してください。なお、新たに設立する法人又は設立初年

度の法人にあっては、提出を要しないものとします。） 

  ⑶ 提出部数等 

    申請書類は、正本１部、副本１３部を提出してください。また、申請書類のうち

事業計画書については、その内容を記録した電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ）１枚を併せ

て提出してください。なお、提出後の内容の変更は認めません。 

  ⑷ 申請書類の規格等 

    申請書類は、様式集に基づき原則Ａ４版縦置きに、横書き、左綴じとします。 

    その他詳細事項は、様式集の１ページ「申請書類の作成要領」を参照してくださ

い。 

 

第５ 審査方法等 

 １ 審査の方法 

   阿波おどり会館及び眉山ロープウエイ指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」
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という。）において、申請者のうち申請資格等の要件を満たす者を対象に審査を行い、

指定管理者として最も適切な優秀者を選定します。 

   選定委員会の中でプレゼンテーション等による審査を行い、最低基準として総合評

価点が総配点の６０％以上を満たす団体のうち、評価の上位順に優先交渉順位を決定

し、この結果を市に報告します。申請者が多数の場合は、書類による一次審査を経た

後にプレゼンテーション等による二次審査を行い、優秀者を選定する場合があります。 

 ２ 選定委員会の委員構成 

   選定委員会の委員の構成は次のとおりです。 

職 種 人 数 

学識経験者等 ３人 

市 職 員 ２人 

計 ５人 

 ３ 審査の日程 

   審査は、令和４年１０月上旬から中旬を予定しています。審査の案内は別途通知し

ます。 

４ 審査の基準 

   審査は、次に掲げる基準により総合的に判断します。審査基準ごとの審査の観点及

び配点ウェイトについては別紙のとおりです。 

⑴ 事業計画は、市民及び観光客等の平等な利用を確保することができるものである

こと。 

  ⑵ 事業計画は、両施設の設置の目的を効果的に達成するとともに、施設の適正な管

理が図られるものであること。 

  ⑶ 効率的な管理運営によって、指定期間において市の経費削減が期待できるもので

あること。 

  ⑷ 指定管理者は、両施設の管理運営を安定して行うことができる財政的基盤や技術

的能力を有すること、又は確保できる見込みがあること。 

  ⑸ その他、市が両施設の設置の目的を達成するため及び管理運営上で必要と認める

事項。 

５ 指定管理者の候補の選定 

  市は、選定委員会から選定結果の報告を受けて、優秀者を優先交渉者として細目協

議を行い、協議が調った段階で指定管理者の候補として選定します。優先交渉者と協

議が調わない場合は、優先交渉者との協議を中止し、選定委員会において次点となっ

た者との間で改めて協議を行うこととします。 

  指定管理者候補の選定結果は、審査を受けた団体すべてに文書により通知します。 

  また、選定結果にかかる事項（申請団体の名称一覧、指定候補者に選定された団体

の名称及び選定理由、得点結果及び申請団体ごとの得点状況（団体の特定は不可））は
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市のホームページで公表することとなります。 

 

第６ 指定管理者の指定及び協定締結 

 １ 指定管理者の指定 

   市は、指定管理者の指定に関する徳島市議会（以下「議会」という。）の議決を経て、

指定管理者の指定を行います。ただし、議会の議決を得られない場合は指定されませ

ん。なお、市は指定管理者の指定に関する議会の議決が得られないことにより指定管

理者の候補者に生じた損害を負担しません。 

 ２ 協定の締結 

   市と指定管理者は、先に実施した細目協議の内容を前提に、さらに業務を実施する

うえで必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき基本協定を締結します。 

   なお、指定管理者として議決された法人等又は応募共同体が、正当な理由なくして

協定の締結に応じない場合は指定管理者の指定を取消します。この場合、市は一切の

責任を負いませんが、指定を取り消された指定管理者は市に生じた損害を賠償するも

のとします。 

 

第７ 留意事項等 

 １ 事業の継続が困難となった場合の措置 

  ⑴ 指定管理者の責めに帰すべき自由により業務の継続が困難となった場合 

    指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合等、指定

管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、市は指定の取消し

又は管理運営業務の一部若しくは全部を停止することがあります。 

    この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

    なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく両施設の管理運営業務

を遂行できるよう引継ぎを行うものとします。 

  ⑵ 市の施策等の事由により業務の継続が困難となった場合 

    市の施策等を原因として業務の一部又は全部の継続が困難となる場合は、市は事

前に指定管理者に対し書面で通知することにより、管理運営業務の一部又は全部を

停止することができます。 

    この場合において、指定管理者が損害を受けたときは、市と指定管理者の協議の

うえ、市がその損害を賠償します。ただし、市は指定管理者の逸失利益については

一切の責任を負わないものとします。 

    業務の停止が指定期間の終期にかかる場合は、指定管理者は次期指定管理者が円

滑かつ支障なく両施設の管理運営業務を遂行できるよう引継ぎを行うものとします。 

  ⑶ その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

    災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事
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由により、業務の継続が困難となった場合は、業務継続の可否について市と指定管

理者が協議するものとし、一定期間内に協議が調わない場合、市は事前に書面で通

知することにより協定を解除できるものとします。 

  ⑷ 指定期間中において事業の継続が困難となった場合の指定管理料および納付金に

ついては、市と指定管理者の協議のうえ、その取扱いを決定するものとします。 

 ２ 審査の対象、優先交渉権者又は指定候補者からの除外 

   申請者が次に掲げる事項に該当したときは、その者を審査の対象者、優先交渉者又

は指定候補者から除外します。 

なお、優先交渉者又は指定候補者から除外した場合は、選定委員会において次点と

なった者との間で改めて協議を行うこととします。 

  ⑴ 選定委員会の委員又は本件業務に従事する市職員若しくは市関係者に対し、本件

申請に関する不正な接触の事実が認められた場合 

  ⑵ 申請書類に虚偽の記載があった場合 

  ⑶ 指定管理者の申請者の資格を満たしていないことが判明した場合 

  ⑷ 申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合 

  ⑸ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行う

ことがふさわしくないと市が認めた場合 

  ⑹ その他不正な行為があったと市が認めた場合 

３ 管理運営状況に関するモニタリング及び事業報告 

   指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するために、事業

報告及びモニタリング等を実施します。詳細については、要求水準書を参照してくだ

さい。 

 ４ 情報管理と情報公開 

   本件指定管理に関する情報の管理と公開については、徳島市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例第１４条（秘密保持の義務）及び同条例第１５条（情

報公開）の規定に基づき取扱うものとします。詳細については要求水準書を参照して

ください。 

 ５ 申請書類等の取扱い 

  ⑴ 著作権 

    申請書の提出する書類の著作権はそれぞれの申請者に帰属しますが、本事業の公

表やその他、市が必要と認めるときは、市は提出書類の一部又は全部を無償で使用

できるものとします。 

    なお、市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属します。 

  ⑵ 特許権等 

    申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他、日本国

の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理
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手法等を用いた結果により生じた事象に係る責任は、すべて申請者が負うものとし

ます。 

  ⑶ 記載内容の変更等の禁止 

    提出された申請書類は、これを書き換え、差し替え、追加又は撤回することはで

きません。 

  ⑷ 返却等 

    申請書類は、審査のため選定委員会の委員に配付することがあります。 

    また、提出された申請書類等は、理由の如何を問わず返却しません。 

  ⑸ 申請書類の作成 

    申請書類の作成にあたっては、本募集要項及び要求水準書に記載されている内容

を遵守して作成してください。 

 ６ 費用負担 

   申請及び審査に際して申請者に係る費用は、すべて申請者の負担とします。 

 ７ その他 

  ⑴ 追加資料等 

    指定管理者の選定にあたり、市が必要と認めるときは追加資料等の提出を求める

ことがあります。 

  ⑵ 申請の辞退 

    指定管理者指定申請書を提出した後に当該申請を辞退する場合には、令和４年９

月１５日（木）までに所定の様式（様式１２）によって届出てください。 

  ⑶ 納税義務 

    指定管理者は、法人事業税、法人税、消費税等の納税義務を負う場合があります

が、納税に関することは、管轄の税務署等の関係機関で確認してください。 

  ⑷ 問い合わせ及び申請書提出先 

    〒７７０－８５７１ 徳島県徳島市幸町２丁目５番地 

    徳島市 経済部 にぎわい交流課 

    担当 中田・兼田 

    電話      ０８８－６２１－５２３２ 

    ＦＡＸ     ０８８－６２１－５４５７ 

    メールアドレス nigiwai_koryu@city.tokushima.lg.jp 


